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令和５年度清瀬市障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策補助金交付要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、物価高騰に直面している清瀬市内の障害福祉サービス事

業所に対し、必要な費用を予算の範囲内において補助し、事業の円滑な執行を図

ることを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業は、令和５年１０月１日時点で清

瀬市内に事業所を有し、別表１に定める対象事業を提供している事業者で、今後

も事業を継続する意志を有する者とする。 

 

（補助対象外事業） 

第３条 東京都が実施する「障害者支援施設等物価高騰緊急対策事業」及び「障

害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業」の対象となる事業所は、補助対象

外とする。 

 

（交付額の算定） 

第４条 補助金の交付額の算定方法は、別記１のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 申請者は、令和５年度障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策補助

金交付申請書（別記第１号様式）に関係書類（別紙１及び必要資料）を添えて、

別に指定する期日までに清瀬市長に提出するものとする。 

 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請

書及び関係書類の審査等を行い、適当と認めたときはその決定の内容を申請者

に通知するものとする。 

２ 市長は、第１項の交付の決定を行うにあたり、必要な条件を付することがで

きる。 

 

（補助金の交付） 

第７条 交付決定を受けた事業所は、市長に令和５年度清瀬市障害福祉サービ
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ス事業所物価高騰緊急対策補助金請求書を提出し、補助金の請求を行うことが

できる。 

 

（報告等） 

第８条 市長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、申請者に対し報告

を求め、又は必要な書類を提出させることができる。 

 

（事業完了後の調査等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の完了後であっても、市の求めに応じて、調査

等の依頼に協力する必要がある。 

 

（取り消し等） 

第１０条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要領

に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

 

（経理等） 

第１１条 申請者は、交付申請にかかる事業についての収入及び支出を明らか

にした書類を整理し、当該書類を当該補助金の交付の決定を受けた日に属する

年度の末日から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（他の補助金等との重複の禁止） 

第１２条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の地方公

共団体等及び他の事業からの補助金の交付を受けてはならない。 

 

（その他） 

第１３条 この要領に定めがない事項は、別途市長が定めることができる。 

 

附 則 

この要領は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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別記１ 補助金の交付額の算定方法 

（１）別表１第１欄に定める通所系サービスを提供する事業所 

  以下の金額を比較し、いずれか少ない方の金額を交付額とする。ただし、こ

の補助金の交付額は、市の予算の範囲内で決定する。 

(ｱ)別表１第２欄の補助対象期間内で事業を実施した各月における、同表第

３欄に定める定員数、第４欄に定める補助基準額及び第６欄に定める補

助率を乗じて得た額を足し上げた金額 

(ｲ)別表１第２欄の補助対象期間に発生した燃料費及び光熱費にかかる費

用の実支出額に同表第６欄の補助率を乗じた金額 

 （２）別表１第１欄に定める訪問系サービス及び相談系サービス及び地域生活

支援事業及びその他事業を提供する事業所 

  以下の金額を比較し、いずれか少ない方の金額を交付額とする。ただし、こ

の補助金の交付額は、市の予算の範囲内で決定する。 

(ｱ)別表１第４欄に定める補助基準額に第６欄に定める補助率を乗じた金

額 

(ｲ)別表１第２欄の補助対象期間に発生した燃料費及び光熱費にかかる費

用の実支出額に同表第６欄の補助率を乗じた金額 

 

 

別表１ 

１ 

対象サー

ビス（注

1） 

（通所系サービス） 

生活介護、宿泊型自立訓練、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支

援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労

定着支援、児童発達支援、放課後

等デイサービス、居宅訪問型児童

発達支援、保育所等訪問支援 

（訪問系サービス） 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護、重度障害者等包括支援 

（相談系サービス） 

自立生活援助、計画相談支援、地域相談

支援、障害児相談支援 

（地域生活支援事業） 

地域活動支援センター、移動支援、日中

一時支援 

（その他事業） 

青年成人期の余暇活動等支援事業、生活

サポート事業、就労支援センター 

２ 

補助対象

 

令和５年４月１日から同年９月３０日まで 
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期間 

３ 

定員数 

本表第１欄の対象サービスにおけ

る、同表第２欄の補助対象期間の

各月１日時点の定員数  

 

４ 

補助基準

額 

 

 

１人１月当たり７０９円 

（訪問系サービス）（注２） 

１事業所当たり２１，５００円 

（相談系サービス、地域生活支援事業及

びその他事業）（注２） 

１事業所当たり８，６００円 

５ 

補助対象

経費 

本表第１欄の対象サービスを提供する事業所において同表第２欄の補助対象

期間に発生した、燃料費及び光熱費の物価高騰相当分（注３） 

６補助率 １０分の１０ 

（注１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「総合支援法」という。）又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児福

法」という。）に基づき、都知事又は区市町村長の指定を受けた事業所とする。ただし、総合支

援法第３０条第１項第２号に規定する「基準該当障害福祉サービス」、児福法第２１条の５の４

第１項第２号に規定する「基準該当通所支援」、総合支援法第４１条の２第１項の規定による「共

生型障害福祉サービス」及び児福法第２１条の５の１７第１項の規定による「共生型障害児通所

支援」は除く。 

（注２）補助基準額は、補助対象期間における総額である。別表１第２欄に定める補助対象期間

の途中において、都知事又は都内区市町村長の指定を受けた事業所においては、以下の補助基準

額とする。 

（注２表） 

指定を受けた日の属する月 訪問系サービス 相談系サービス、地域生活支援

事業及びその他事業 

令和５年４月 ２１，５００円 ８，６００円 

同年５月 １７，９２０円 ７，１７０円 

同年６月 １４，３３０円 ５，７３０円 

同年７月 １０，７５０円 ４，３００円 

同年８月 ７，１７０円 ２，８７０円 

同年９月 ３，５８０円 １，４３０円 

（注３）光熱費及び燃料費は、補助対象期間中の費用全てを記載すること。同一施設内に複数事

業所があり一括して光熱費及び燃料費等を支出している場合は、事業所の定員や実施規模等を

勘案して按分した額を記載する。按分率について指定はないが、説明のつく按分率にすること。 


